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議案第２６号 

 

 

 

   飛騨市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

 

 

 飛騨市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

     令和６年３月８日提出 

 

                       

飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

提案理由 

 非常勤の特別職職員に対して支給する報酬の支給方法の追加並びに飛騨市福祉事

務所嘱託医の業務内容及び報酬額の整理に伴う改正 
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飛驒市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例 

 

 

 

飛驒市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成16年飛驒市条

例第53号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

第３条中「日額」を「時間額又は日額」に、「勤務した日数」を「勤務した時間数

又は日数」に改める。 

 

別表中 

「 

生活保護嘱託医 月額 48,000円 

特別障害者手当認定嘱託医 月額 12,000円 

                            」 

を 

「 

飛驒市福祉事務所嘱託医 月額 48,000円 

                            」 

に、 

「 

そ の 他 の 非

常勤の職員 

１回あたりで定めるもの 15,000 円以内で規則で定める額 

日額で定めるもの 6,000 円以内で規則で定める額 

月額で定めるもの 166,000 円以内で規則で定める額 

年額で定めるもの 100,000 円以内で規則で定める額 

」 

を 
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「 

そ の 他 の 非

常勤の職員 

１回あたりで定めるもの 15,000 円以内で規則で定める額 

時間額で定めるもの 1,000 円以内で規則で定める額 

日額で定めるもの 6,000 円以内で規則で定める額 

月額で定めるもの 166,000 円以内で規則で定める額 

年額で定めるもの 100,000 円以内で規則で定める額 

」 

に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



あ資 料あ 
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飛騨市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表     （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略 

（報酬の支給方法） （報酬の支給方法） 

第３条 特別職の職員に支給すべき報酬のうち、日額     で定

められているものは、勤務した日数     に応じて、その勤務

した日の属する月の分を翌月以降において任命権者の定める期日

に支給する。 

第４条～第７条 

附則 略 

別表（第２条、第７条関係） 

区分 報酬 費用

弁償 

監査委員の部～小中学校 嘱託 校医の部 略 

生活保護嘱託医     月額 48,000円  

特別障害者手当認定嘱託医 月額 12,000円 

選挙管理委員会委員の部～条例で設置する附属機関の構成員の部 

略 

その他の非常勤の職員 １回あたりで

定めるもの 

15,000円以内で規則

で定める額 

 

第３条 特別職の職員に支給すべき報酬のうち、時間額又は日額で定

められているものは、勤務した時間数又は日数に応じて、その勤務

した日の属する月の分を翌月以降において任命権者の定める期日

に支給する。 

第４条～第７条 

附則 略 

別表（第２条、第７条関係） 

区分 報酬 費用

弁償 

監査委員の部～小中学校 嘱託 校医の部 略 

飛騨市福祉事務所嘱託医 月額 48,000円  

                            

選挙管理委員会委員の部～条例で設置する附属機関の構成員の部 

略 

その他の非常勤の職員 １回あたりで

定めるもの 

15,000円以内で規則

で定める額 
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 日額で定める

もの 

6,000円以内で規則

で定める額 

 

 月額で定める

もの 

166,000円以内で規

則で定める額 

 

 年額で定める

もの 

100,000円以内で規

則で定める額 

 

その他の非常勤の職員（医師その他の専門的かつ高度な知識、技術又

は経験を有する者で規則で定めるものに限る。）の部 略 
 

時間額で定め 

るもの 

1,000円以内で規則

で定める額 

 日額で定める

もの 

6,000円以内で規則

で定める額 

 

 月額で定める

もの 

166,000円以内で規

則で定める額 

 

 年額で定める

もの 

100,000円以内で規

則で定める額 

 

その他の非常勤の職員（医師その他の専門的かつ高度な知識、技術又

は経験を有する者で規則で定めるものに限る。）の部 略 
 

  



 

１資 料１ 
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条例関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について 

担 当 部 市民福祉部、農林部 

提案理由 非常勤の特別職職員に対して支給する報酬の支給方法の追加並びに

飛騨市福祉事務所嘱託医の業務内容及び報酬額の整理に伴う改正 

制定改廃 

の根拠等 

市独自の改正  

条 例 の 

概 要 

【改正の趣旨及び内容】 

⑴ 燃料や資材、猟銃の弾等の値上がりの影響により、その他の非常勤

の職員「鳥獣被害対策実施隊隊員」の負担が年々増加していることか

ら、活動実績に応じた報酬を支給し、実施隊員の負担軽減を図るため、

報酬の支給方法に時間額を加えるもの。 

  （第３条及び別表関係） 

⑵ 本条例において「生活保護嘱託医」及び「特別障害者手当認定嘱託

医」は福祉事務所所管事務の嘱託医業務としてそれぞれ医療扶助の確

認審査や特別障害者手当認定申請の医学的な審査確認を行っていた

だいているが、特別障害者手当認定嘱託医として対応いただく案件は

少なく、生活保護嘱託医業務を含めて、ひと月の中で対応する一体的

な業務という実態で対応いただいていることもあり、特別障害者手当

認定嘱託医分の報酬については現嘱託医も辞退されている。そのため

役務実態に合わせた報酬区分とすることが妥当と判断し、「飛騨市福

祉事務所嘱託医」として両役務を一つの業務区分に統一し、月額報酬

も現行の実態に鑑み、生活保護嘱託医報酬額とする。 

                         （別表関係） 

市民への

影 響 等 

⑴ 活動実績に応じた報酬が得られるようになる。 

⑵ 特になし 

施 行 日 令和６年４月１日 

備 考  

 


